
 
                                                                     

（令和６年３月１９日発表） 

                   

 静岡市要介護度改善評価事業 表彰式の開催 

別紙資料  有 ・ 無                     

 

◆アピールポイント 

・介護人材不足解消のため、本市が令和元年度（２０１９年度）から

実施。 

・要介護度の改善につながる取組を実施した５事業所を表彰します。 

◆日時・期間 令和６年３月 2６日（火）午後１時 20 分から午後 1 時 40 分まで 

◆場所 静岡庁舎本館３階 特別会議室 

◆内容など 

【要介護度改善評価事業とは】 

 ・介護保険サービスの質の向上や、介護職員の意欲向上を図り 

離職防止に繋げる事業です。 

・市内介護事業所から、要介護度の改善につながる創意工夫の 

ある効果的な取組を募集し、優秀な事例について表彰します。 

・応募事業所の取組事例をＨＰ等で広く公表します。 

（取組事例）※令和 5 年度の事例は、表彰式後公表します。 

https://www.city.shizuoka.lg.jp/s2984/s003030.html 

（実施要綱） 

https://www.city.shizuoka.lg.jp/s2984/s003029.html 

※要介護度の改善とは、要介護（要支援）認定により決定した状態区分 

（要支援１・２、要介護１～５）が、改善することを言います。 

例：要介護５⇒要介護３ 等  

 

【上位５事業所】（応募数：9 事業所） 

 厳正な審査を経て、以下のとおり決定しました。 

最優秀賞（１位）：グループホームたみの里—清水 

  優秀賞（２位）：ハートフルホーム西奈 

  優良賞（３位）：ホノホノ下島 

  奨励賞    ：元気広場 城西 

         ：生活リハビリ静岡中央デイサービスセンター 

（当日の流れ） 

13:20～13:30 保健福祉長寿局長から表彰状授与 

13:30～13:40  各事業所からコメント、写真撮影 

【問合せ】介護保険課 総務係(静岡庁舎 14 階) 

     担当 橋本、板谷 

電話 ０５４－２２１－１２０２ 

 

報道資料 


